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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オプトエレクトロニクス半導体構成素子において、
　該オプトエレクトロニクス半導体構成素子は、
　－　ビームを放射し、かつ共通の支持体（１）に載置されている複数の半導体チップ（
２）を有しており、
　当該複数の半導体チップ（２）は、前記支持体（１）とは反対側を向いた１つずつのビ
ーム出射面を有しており、
　隣り合う２つの半導体チップ（２）の側方の間隔は１０μｍないし１５０μｍの間であ
り、
　前記オプトエレクトロニクス半導体構成素子はさらに、
　－　前記複数の半導体チップ（２）から放射される電磁ビームを変換するために当該複
数の半導体チップ（２）に従属する複数の変換素子（３）と、
　－　前記の半導体チップ（２）から放射される電磁ビームを拡散させて散乱させるため
に各半導体チップ（２）に続く１つの散乱素子（４）とを有しており、
　－　前記１つの散乱素子（４）は、すべての半導体チップ（２）を覆っており、前記１
つの散乱素子（４）は、関連するビーム出射面を有しており、
　－　前記１つの散乱素子（４）は、光散乱シート（４３）または光散乱板（４１）であ
り、
　－　前記１つの散乱素子（４）は、前記複数の変換素子（３）と直接接触接続しており
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、
　－　前記複数の変換素子（３）と前記１つの散乱素子（４）とは結合体を構成し、該結
合体は、対応する前記の半導体チップ（２）に接着剤によって被着されているため、前記
の各変換素子（３）は、一意に１つの半導体チップ（２）に対応付けられており、
　－　前記複数の変換素子（３）は、対応する前記半導体チップ（２）の前記ビーム出射
面だけを覆っているため、前記複数の変換素子（３）は、前記ビーム出射面と交差する方
向に延在している、対応する前記半導体チップ（２）の側面を覆ってはおらず、
　－　前記複数の変換素子（３）は、前記の対応する半導体チップ（２）のビーム出射面
から側方にはみ出ていない、
　ことを特徴とする、
　オプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項２】
　前記の光散乱シート（４３）は、１０ないし５０μｍの厚さを有する、
　請求項１に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項３】
　前記の光散乱板（４１）は、５００μｍないし１ｍｍの厚さを有する、
　請求項１に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項４】
　前記１つの散乱素子（４）は、マトリクス材料によって構成されており、
　当該のマトリクス材料に前記のビーム散乱粒子が入れられている、
　請求項１から３までのいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項５】
　少なくとも１つのビーム散乱粒子は、以下の材料、すなわち
　ＳｉＯ2，ＺｒＯ2，ＴｉＯ2またはＡｌxＯy

のうちの少なくとも１つから構成されるか、当該の材料のうちの１つを含む、
　請求項４に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項６】
　前記のマトリクス材料におけるビーム散乱粒子の濃度は、１重量％よりも大きい、
　請求項４または５に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項７】
　前記１つの散乱素子（４）は、マイクロ構造が導入されているマトリクス材料から構成
されている、
　請求項１から６までのいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項８】
　前記１つの散乱素子（４）は、前記半導体チップ（２）によって覆われない前記変換素
子（３）の露出したすべての面を覆っている、
　請求項１から７までのいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項９】
　前記の散乱素子（４）は、自立式である、
　請求項１から８までのいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項１０】
　前記のビーム放射半導体チップ（２）は、発光ダイオードチップまたはレーザダイオー
ドチップである、
　請求項１から９までのいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子。
【請求項１１】
　前記複数の変換素子（３）はそれぞれ、変換材料の粒子を有する透明なセラミックから
構成されており、
　前記１つの散乱素子（４）は、セラミック材料から構成されている、
　請求項１から１０までのいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子
。
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【請求項１２】
　－　支持素子（６）を準備するステップと、
　－　第１スクリーン印刷プロセスを用いて前記の支持素子（６）に複数の変換素子（３
）を構成するステップと、
　－　第２スクリーン印刷プロセスを用いて前記複数の変換素子（３）の覆われていない
外側面に１つの散乱素子（４）を構成して、前記複数の変換素子（３）と、前記１つの散
乱素子（４）とから構成される結合体が形成されるようにするステップと、
　－　当該結合体から前記の支持素子（６）を剥離するステップと、
　－　引き続いて前記複数の変換素子（３）および前記１つの散乱素子（４）からなる結
合体を複数のビーム放射半導体チップ（２）に載置するステップとを有することを特徴と
する、
　請求項１から１１までのいずれか１項に記載のオプトエレクトロニクス半導体構成素子
を作製する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに記載されているのは、オプトエレクトロニクス半導体構成部材である。
【０００２】
　本願は、独国特許第10 2009 005 907.5号に優先権を主張するものであり、その開示内
容は、参照によってここに取り込まれるものとする。
【０００３】
　本発明の解決すべき課題は、構成部材にわたって均一に分散されたビーム放射を可能に
し、またこれによってこの構成部材の外部の観察者に対して輝度の違いが目立たないよう
にすることである。
【０００４】
　本発明の半導体構成部材の少なくとも１つの実施形態によれば、この構成部材には、例
えばマトリクス状に配置されかつビームを放射する複数の半導体チップが含まれている。
この半導体チップは、共通の支持体に載置されている。ここでの関連において「マトリク
ス状」とは、複数のビーム放射半導体チップが有利には行および列の形態で支持体に載置
されていることである。ここでこの半導体チップは、必ずしも規則的なグリッドで支持体
に配置される必要はない。
【０００５】
　例えば、上記のマトリクス状に配置された半導体チップに中間スペースが形成される。
言い換えると、この場合に上記の半導体チップは、互いに間隔が空けられて配置されるの
である。上記の構成部材を上から見ると、上記の中間スペースは、それぞれ互いに隣り合
う２つの半導体チップの側面と、また半導体チップ側を向いた支持体表面の側面とによっ
て区切られているのである。
【０００６】
　上記のビーム放射半導体チップは、例えばルミネセンスダイオードチップとすることが
可能である。ここでこれらのルミネセンスダイオードチップは、発光ダイオードまたはレ
ーザダイオードとすることができ、これらは、紫外光から赤外光までの範囲のビームを放
射する。上記のルミネセンスダイオードチップは、有利には電磁ビームのスペクトルの可
視または紫外領域において光を発する。上記の共通の支持体は、プリント基板または支持
フレーム（リードフレーム）とすることが可能である。上記の構成部材は、例えば、表面
実装形とすることができる。上記の支持体は、熱硬化性樹脂材料または熱可塑性樹脂材料
によって構成することができ、またはセラミック材料によって構成することもでき、また
はこのような材料から構成することが可能である。マトリクス状に配置される複数のビー
ム放射半導体チップは、共通の支持体上に載置される。
【０００７】
　上記の半導体構成部材の少なくとも１つの実施形態によれば、上記の半導体チップから
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放射される電磁ビームを変換するため、少なくとも１つの変換素子が少なくとも１つの半
導体チップに後置されている。この少なくとも１つの変換素子は、半導体構成部材のビー
ム出射路に沿って上記の半導体チップに後置されている。このビーム出射路は、半導体チ
ップによる放射から、上記の構成部材から電磁ビームが出力結合されるまでのビームの光
路である。この少なくとも１つの変換素子により、１つの波長の光が別の１つの波長の光
に変換される。例えば上記の少なくとも１つの変換素子により、少なくとも１つの半導体
チップから１次放射される青色の光の一部分が黄色の光に変換され、この黄色の光を青色
の光と混合として白色光にすることができる。すなわち、上記の少なくとも１つの変換素
子は、上記の半導体構成素子の動作時に光コンバータの機能を有するのである。上記の少
なくとも１つの変換素子は有利には、上記の少なくとも１つの半導体チップのビーム出射
面に載置され、上記の少なくとも１つの半導体チップと直接接触接続している。これは、
例えば上記の半導体チップに変換素子を接着することによって達成することができる。ま
た上記の変換素子をスクリーン印刷によって半導体チップのビーム出射面に載置すること
も可能である。これによって有利にも、上記の半導体チップによって１次放射される電磁
ビームをチップの近くで色変換することができる。しかしながら上記の少なくとも１つの
変換素子が、間接的にだけ半導体チップと接触接続させることも可能である。このことが
意味し得るのは、変換素子／半導体チップの境界面間にギャップが構成されて変換素子と
半導体チップとが接触しないことである。このギャップは、例えば空気などの気体で充填
することができる。
【０００８】
　上記の変換素子は、シリコーン、エポキシ、シリコーンとエポキシとの混合物または透
明なセラミックから構成することができ、この中に変換材料の粒子を入れることができる
。
【０００９】
　例えば、各半導体チップにちょうど１つの変換素子を対応付ける。ここで可能であるの
は、各半導体チップに１つの変換素子を一義的に対応付けることである。
【００１０】
　上記の構成部材の少なくとも１つの実施形態によれば、オプトエレクトロニクス構成部
材には、各半導体チップに従属する少なくとも１つの散乱素子が含まれており、この散乱
素子により、上記の半導体チップから放射される電磁ビームが拡散して散乱する。この散
乱素子は有利には、上記の少なくとも１つの変換素子と直接接触している。上記の散乱素
子には、例えば、マトリクス材料が含まれており、この材料に付加的にビームを散乱させ
る粒子が入れられる。この場合、上記の半導体チップから放射される電磁ビームは、ビー
ム散乱性粒子（デフューザ粒子とも称される）において散乱する。また同様に可能である
のは、上記の散乱素子を、例えば透明な材料からなる粗面化した板として構成することで
ある。上記の散乱素子の実施形態には少なくとも２つの選択肢がある。まず１つには、ち
ょうど１つの散乱素子をすべての半導体チップに従属させることができる。別の１つは、
各半導体チップに専用の１散乱素子を従属させ、ひいては一義的に対応付けることができ
る。ここで実証することができたのは、半導体チップから放射される電磁ビームが散乱素
子によって殊に均一化されるため、上記の構成部材の放射特性において不均一性が回避さ
れかつ強度ピークが平坦化されることである。したがって有利にも外部の観察者に対する
眩惑作用が回避され、これによって上記の構成部材のビーム出射面は有利にもその輝度が
一層均一および一様に見えるのである。
【００１１】
　この関連において「放射特性」とは、半導体構成部材の光軸に対するずれに依存する強
度および色などの光放射特性のことである。
【００１２】
　上記の構成部材の光軸は、半導体チップ側を向いた構成部材の支持体表面に対して垂直
に延材している。
【００１３】
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　上記の構成部材のビーム出射面は、例えば、すべての散乱素子または変換素子の枠によ
って囲まれている面のことである。
【００１４】
　上記のような散乱素子を入れることの別の利点は、外部から入射する外部光が拡散して
散乱素子によって反射されるため、この拡散して反射される外部光と、上記の構成部材に
よって形成される電磁ビームとが重ならないことである。これによって結果的に得られる
利点は、このような散乱素子より、すでに述べた作用の他に付加的に有色光のコントラス
トが増大することである。
【００１５】
　さらに上記の散乱素子および変換素子は有利には互いに直接接触接続している。すなわ
ち、散乱素子／変換素子の境界面においてギャップも、中間スペースないしは中断も形成
されないのである。有利にもこれによって可能になるのは、上記の変換素子によって放射
されるかまたは変換素子によって伝達される電磁ビームが可能な限りに大量に上記の散乱
素子によって捉えられ、拡散されて散乱されることである。例えばこれは、上記の散乱素
子が変換素子の上に接着されるかまたはスクリーン印刷プロセスによって散乱素子が変換
素子に被着されることによって行われる。
【００１６】
　少なくとも１つの実施形態によれば、上記のオプトエレクトロニクス半導体構成部材に
は、マトリクス状に配置された複数のビーム放射半導体チップが含まれており、ここでこ
の半導体チップは、共通の支持体に載置される。さらに上記のオプトエレクトロニクス半
導体構成部材には、少なくとも１つの変換素子が含まれており、この変換素子は、半導体
チップによって放射される電磁ビームを変換するためにこの少なくとも１つの半導体チッ
プに従属している。さらに各半導体チップには、この半導体チップによって放射される電
磁ビームを拡散して散乱させる散乱素子が従属しており、この散乱素子は、上記の変換素
子と直接接触接続している。ここでこの散乱素子は、ただ１つの散乱素子とするかまたは
複数の散乱素子とすることが可能である。
【００１７】
　ここで説明するオプトエレクトロニクス半導体構成部材のベースになっている知識は殊
に、散乱素子が設けられていない場合、上記の構成部材のビーム出射面の外部の観察者に
対し、中間スペースを通して、上記の構成部材の支持体が識別可能であり、またこれによ
り、この構成部材のビーム出射面を観察した際に輝度の違いが生じてしまうことである。
【００１８】
　したがって外部の観察者に対し、上記の半導体チップが設けられている明るく発光する
領域と、半導体チップ間の中間スペースである発光していない暗い領域とからなる不均一
な放射像が生じてしまう。ここではこのような不均一な放射像を回避するため、ここで説
明する構成部材では、散乱素子を各半導体チップに従属させているというアイデアを利用
し、ここでは散乱素子と変換素子とが直接接触接続している。この場合に外部の観察者に
対して構成部材の中間スペースが暗く見えるという問題は、上記の構成部材のビーム出射
面を上から見ると、上記の暗く見える中間スペースに、上記の散乱素子によって拡散して
散乱される電磁ビームが重ね合わされることによって解決される。したがって上記の構成
部材のビーム出射面を観察すると、上記のように暗く見える中間スペースには少なくとも
局所的に、中間スペースの領域の散乱素子によって拡散して散乱される電磁ビームが重な
っているのである。
【００１９】
　このことにより、観察者に対し、ビーム放射構成部材が均一であるという印象を持たせ
ることができ、ビーム出射面にわたる輝度の違いが低減される。ここでの関連において「
輝度」とは、構成部材のビーム出射面の明るさに対する尺度であり、面積当たり光の強度
によって定義される。これにより、上記の構成部材は、ビーム出射面から見ると、外部の
観察者には輝度が均一であるように見えるのである。
【００２０】
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　有利にも上記の少なくとも１つの散乱素子を半導体チップに載置することによって眩惑
作用が回避される。それは、上記の散乱素子により、半導体チップによって放射された電
磁ビームが拡散されて散乱するからである。これによってこの構成部材の放射特性におい
て不均一性および強度ピークを回避することができる。
【００２１】
　少なくとも１つの実施形態によれば、隣り合う半導体チップ間の側方の間隔は、１～１
５０μｍであり、有利には１０～１５０μｍである。すなわち、隣り合う２つのチップの
２つの側面の間隔は、１０～１５０μｍである。これにより、極めてコンパクトでありか
つスペースを節約する半導体構成部材が可能になる。さらにこれにより、中間スペースが
占めるスペースを可能なかぎりに小さく維持することができる。
【００２２】
　上記のオプトエレクトロニクス半導体構成部材の少なくとも１つの実施形態によれば、
上記の少なくとも１つの散乱素子は、マトリクス材料によって構成され、このマトリクス
材料にビーム散乱粒子（拡散粒子とも称される）が入れられる。このマトリクス材料は、
シリコーン、エポキシまたはシリコーンおよびエポキシからなる混合物とすることができ
る。この散乱素子はまたセラミック材料によって構成することも可能である。このマトリ
クス材料にはビーム散乱粒子が入れられ、この粒子によってマトリクス材料に入射するビ
ームが拡散されて散乱される。ここでこのマトリクス材料は有利には、半導体チップによ
って形成される電磁ビームに対して透明な材料とすることができ、これにより、構成部材
から可能な限りに多くのビームが出力結合されることが保証される。
【００２３】
　上記のオプトエレクトロニクス半導体構成部材の少なくとも１つの実施形態によれば、
少なくとも１つのビーム散乱粒子は、少なくとも酸化ケイ素（ＳｉＯ2），ＺｒＯ2，Ｔｉ
Ｏ2および／またはＡｌxＯyの材料からなるか、またはこれらの材料のうちの少なくとも
１つを含む。例えば、酸化アルミニウムは、Ａｌ2Ｏ3とすることが可能である。上記のビ
ーム散乱粒子は、半導体構成部材に入れる前に上記のマトリクス材料と混ぜ合わされる。
有利にはこのビーム散乱粒子をマトリクス材料内に分散させて、ビーム散乱粒子の濃度が
、硬化したマトリクス材料において均一になるようにする。有利には、硬化されて散乱素
子になる上記のマトリクス材料によって上記の電磁ビームが等方的に散乱される。放射ビ
ームが粒子において散乱することにより、色の均一性が改善され、また電磁ビームの強度
が平坦化される。ここで「色均一性」とは、散乱素子のビーム出射面を通る空間的な放射
についての色調の安定性のことである。
【００２４】
　上記のオプトエレクトロニクス半導体構成部材の少なくとも１つの実施形態によれば、
上記のマトリクス材料におけるビーム散乱粒子の濃度は、１重量％以上である。この濃度
は、有利には５重量％以上である。ここで実証することができたのは、上記の散乱素子に
おけるビーム散乱粒子がこのような濃度以上になれば、半導体チップから放射される電磁
ビームが上記の散乱素子によって拡散して散乱し、外部の観察者に対し、ビーム出射面に
暗く見える中間スペースが目立たなくなるのである。
【００２５】
　上記の半導体構成部材の少なくとも１つの実施形態によれば、上記の少なくとも１つの
散乱素子は、マトリクス材料から構成され、このマトリクス材料にマイクロ構造が入れら
れる。すなわち、上記のマイクロ構造は、例えば粗粒のマイクロ構造（粒子とも称される
）形態でマトリクス材料に入れられるのである。有利には上記の粗粒状のマイクロ構造は
、それを取り囲むマトリクス材料とは異なる屈折率を有しているため、上記の電磁ビーム
は、拡散して上記のマイクロ構造において散乱するかまたは光学的に屈折する。粗粒のマ
イクロ構造は、シリコーン、エポキシまたはシリコーンおよびエポキシからなる混合物か
ら構成することが可能である。
【００２６】
　上記の半導体構成部材の少なくとも１つの実施形態によれば、上記の少なくとも１つの
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散乱素子は、光を散乱するシートまたは光を散乱する小板である。すなわち、半導体構成
部材のビーム出射路に沿って上記の光散乱シートまたは小板が上記の変換素子に直接続い
ており、半導体チップによって放射される電磁ビームが拡散して散乱するのである。例え
ば、上記の光散乱シートまたは小板は、半導体チップ側を向いた、変換素子の上側面に接
着される。上記の変換素子および光散乱シートまたは小板は有利には、互いに直接に接触
接続しており、また変換素子／シートないしは変換素子／小板との境界面に、ギャップも
中断も形成されることがない。上記のシートの厚さは有利には１０～５０μｍであり、殊
に有利には３０μｍである。上記の小板は有利には５００μｍ～１ｍｍの厚さを有する。
上記のシートまたは小板は、電磁ビームに対して透明な材料、例えばシリコーンによって
構成され、硬化させてシートまたは小板にする前にこのシリコーンにビーム散乱粒子が入
れられる。光散乱シートは有利には、５重量％以上のビーム散乱粒子濃度を有する。
【００２７】
　択一的には上記の光散乱小板をセラミック材料によって構成することも可能である。
【００２８】
　ビーム散乱粒子をマトリクス材料に入れるのに加えてまたはこれとは択一的に上記のシ
ートも小板も共にその外側表面に構造化部分、例えば粗面を有することができる。上記の
シートまたは小板は、硬化の後、半導体チップ側を向いた変換素子の表面に接着すること
が可能である。また粘性のある材料を直接載置し、つぎに硬化させることも可能である。
【００２９】
　少なくとも１つの実施形態によれば、各半導体チップにはちょうど１つの散乱素子が従
属されており、この散乱素子は、半導体チップに対応付けられた変換素子を側方に向かっ
て突き出ている。散乱素子は、接着、スクリーン印刷または類似のものにより、半導体チ
ップ側を向いた、変換素子の上側面に載置される。有利には上記の散乱素子は、変換素子
の側方に突き出ており、また半導体チップの側方にも突き出ている。散乱素子は、覆われ
ていないすべて側面において少なくとも５μｍ以上かつ最大で７５μｍだけ半導体チップ
を突き出ている。上記の散乱素子をこのように構成することにより、半導体チップに載置
される散乱素子相互のそれぞれの間隔を低減ないしは最小化することができる。電磁ビー
ムが放射される際、半導体チップによって放射される電磁ビームは拡散して散乱される。
【００３０】
　有利には電磁ビームは、上記の散乱素子における光分散により、拡散によって散乱され
、また散乱素子の領域からの電磁ビームも拡散によって散乱される。ここで光出力結合面
を上から見ると、これらの散乱素子の領域によって少なくとも部分的に上記の中間スペー
スが覆われる。したがってビーム出射面では少なくとも部分的に上記の暗く見える中間ス
ペースが電磁ビームによって覆われ、ここでこの電磁ビームは、散乱素子により、上記の
中間スペースの領域にわたっても散乱される。これにより、構成部材のビーム出射面が注
視される場合、外部の観察者に対し有利にも電磁ビームを放射する領域と、中間スペース
との間での輝度の違いが小さくなる。したがってビーム出射面は、輝度が一層均一および
一様に見え、これにより、観察者に対し、ビーム出射面全体にわたって均一にビームを放
射する構成部材の印象が生じるのである。
【００３１】
　少なくとも１つの実施形態によれば、上記の半導体チップにはちょうど１つの散乱素子
が後置され、この散乱素子により、すべての半導体チップが覆われる。ここでこの散乱素
子は、関連するビーム出射面を有する。例えば、上記の散乱素子は、シートまたはプレー
トとすることができ、これらは、半導体チップとは反対側の、変換素子の上側面全体に載
置される。この実施形態において散乱素子は、半導体チップだけではなく、半導体チップ
間の中間スペースも完全に覆う。有利には散乱素子が自立式であるようにする。すなわち
、載置後にこの散乱素子が別の固定および安定化手段を必要としないようにするのである
。この場合に有利には散乱素子は、この散乱素子によって中間スペースが覆われる領域に
おいてその形状を維持するため、中断箇所、不均一性が構成されることも、類似のものが
構成されることもない。したがって上記のような暗く見える中間スペースは有利にも電磁
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ビームによって完全に覆われる。ここでこの電磁ビームは、散乱素子により、上記の中間
スペースの領域にわたっても散乱される。これにより、電磁ビームを放射する領域と、中
間スペースの領域との間の輝度の違いがさらに低減される。ビーム出射面の外部の観察者
にとっては、電磁ビームの放射は、さらに均一に、またビーム出射面全体にわたって一層
一様に分散しているように見える。また有利にも外部の観察者に対する眩惑作用が低減さ
れる。それは、半導体チップから放射される電磁ビームは、上記の散乱素子によってその
強度が平滑化されるである。またさらに、構成部材のビーム出射面全体にわたって色調が
均一化されかつ安定化される。このような散乱素子は殊に、半導体チップが多い構成部材
に有利である。それは、この場合に構成部材のビーム出射面の面積が大きくなり、構成部
材のすでに述べた有利な発光特性だけではなく、この散乱素子が、例えばただ１つの方法
ステップにおいて載置することができるからである。
【００３２】
　さらに本発明ではオプトエレクトロニクス半導体素子の作製方法が提供される。この方
法により、ここで説明する構成部材を作製することができる。すなわち、上記の構成部材
に関連して示したすべての特徴は、この方法に対しても示されているのであり、またその
逆が成り立つのである。
【００３３】
　上記の方法の少なくとも１つの実施形態によれば、まず支持素子を準備する。この支持
素子は、例えばシートとすることが可能である。
【００３４】
　第２のステップでは、スクリーン印刷プロセスを用いて少なくとも１つの変換素子を上
記の支持素子上に形成する。第１テンプレートを載置した後、スクリーン印刷プロセスを
用いて少なくとも１つの変換素子の材料を、例えばドクタによって支持素子に載置する。
載置の後、また場合によっては材料を硬化させた後、第１テンプレートを支持素子から除
去する。上記の少なくとも１つの変換素子用の材料として、例えばシリコーンを有する層
または透明なセラミック製の層とすることができ、この層に上記の変換粒子が入れられる
。
【００３５】
　第３のステップでは、上記の支持素子上に載置した第２テンプレートを使用し、第２の
スクリーン印刷プロセスにより、少なくとも１つの変換素子の覆われていない外側面全体
に、第２の層として少なくとも１つの散乱素子を載置する。この散乱素子により、変換素
子の覆われていないすべての側面と、支持素子とは反対側にある上側面とが覆われる。上
記の材料は、例えばドクタによって載置することでき、引き続いて硬化される。
【００３６】
　上記の少なくとも１つの変換素子と第２層とからなる結合体から支持層および第２テン
プレートを剥がした後、この結合体を少なくとも１つのビーム放射半導体チップ上に被着
する。
【００３７】
　以下では、本発明で説明する構成部材ならびに本発明で説明する方法を実施例およびそ
れに対応する図面によって詳説する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１ａおよび１ｂは、本発明によるオプトエレクトロニクス構成部材の概略断面
図である。
【図２】図２ａ，２ｂ，２ｃおよび２ｄは、本発明による構成部材の少なくとも１つの実
施例を作製するための個々の作製ステップを示す図である。
【図３】図３ａ，３ｂおよび３ｃは、本発明による構成部材の少なくとも１つの実施例を
作製するための個々のステップの後の構成部材を示す概略平面図である。
【図４】図４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄおよび４ｅは、本発明の実施例によるオプトエレクト
ロニクス構成部材の概略平面図である。
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【００３９】
　実施例および図面において、同じまたは機能が同じ構成部材にはそれぞれ同じ参照符号
が付されている。図示した素子は、縮尺通りとみなすべきではなく、むしろ個々の素子は
、わかり易くするために誇張して大きく示されていることがある。
【００４０】
　図１ａにはここに説明する、支持体１を有するオプトエレクトロニクス半導体構成部材
が概略断面図で示されている。マトリクス状に配置される半導体チップ２は、共通の支持
体上に１に載置されている。
【００４１】
　支持体１は、プラスチック、セラミックまたは金属によって構成することができる。支
持体１は、プリント基板として構成され、または支持体１が金属製の場合にはこの構成部
材の支持フレーム（リードフレーム）として構成される。
【００４２】
　半導体チップ２は、支持体１と導電的に接続されている。半導体チップ２の上には変換
素子３が載置されており、この変換素子により、半導体チップ２から１次放射されたビー
ムが、別の波長のビームに変換される。この実施例において変換素子３は、１つずつの光
学ＣＬＣ（Chip Level Conversion）層であり、この層により、半導体チップ２から１次
放射された青色の光の一部が黄色の光に変換される。変換素子３はそれぞれ、シリコーン
によって構成される層または透明なセラミック製の層とすることが可能であり、これに変
換粒子が入れられる。
【００４３】
　変換素子３にはそれぞれ、拡散された光を散乱させる散乱素子４が、光散乱小板４１の
形態で載置されており、この光散乱小板は、各半導体チップ２から側方に長さＢだけ突き
出ている。ここでは光散乱小板４１は、それぞれ最大で７５μｍだけ半導体チップ２を突
き出ている。光散乱小板４１は、ここでは７５０μｍの厚さを有する。光散乱小板４１の
材料はシリコーンであり、このシリコーンは、硬化させて小板４にする前に、酸化アルミ
ニウムからなるビーム散乱粒子と混ぜ合わされる。光散乱小板４１における酸化アルミニ
ウムの濃度は、５重量％である。このような濃度によれば、構成部材のビーム出射面に沿
った輝度の違いを最小化することについて、また外部の観察者に対して眩惑作用を回避す
ることに極めて大きな効果を得ることできる。上記の構成部材のビーム出射面は、半導体
チップ２側とは反対側を向いた光散乱小板４１の上側面によって構成され、また決定され
る。さらにビーム出射面全体にわたって均一な色印象が得られるため、外部の観察者に対
して、上記の構成部材は、あらかじめ設定可能な１つの色印象にしたがった見え方をする
のである。半導体チップと半導体チップとの間の個々の側面の間隔は、Ａによって決まり
、また１０～１５０μｍの範囲である。この実施例では、間隔Ａは、１００μｍである。
【００４４】
　図１ｂには、散乱素子４が、関連する層によって構成されるオプトエレクトロニクス半
導体構成部材が示されている。この実施例において層は、関連する光を散乱するシート４
３の形態の層である。光散乱シート４３は、１０～５０μｍの厚さ、有利には３０μｍの
厚さを有する。光散乱シート４３はここでも、電磁ビームに対して透明なシリコーンによ
って構成され、硬化の前にこのシリコーンに濃度５重量％の酸化アルミニウム製のビーム
散乱粒子が入れられている。光散乱シート４３は、上記の構成部材を上から見ると、すべ
ての半導体チップを覆い、また半導体チップ間の中間スペース１０も完全に覆っている。
有利にもこれにより光散乱シート４３から中間スペース１０の領域を介しても出射されか
つ拡散によって散乱されるビームによって、暗く見える中間スペース１０を覆うことがで
きる。光散乱シート４３には隙間がなくまたこの光散乱シートが、関連して層として構成
されることにより、図１ａに示した実施例の場合よりも、中間スペース１０にはさらに完
全にまた均一に、光散乱シート３２によって散乱された電磁ビームが重ね合わせるかない
しは中間スペースがこの電磁ビームによって覆われる。これによって有利にも回避される
のは、外部の観察者が、半導体チップ間の暗く見える中間スペース１０を識別してこれに
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気づくことである。また有利にも、図１ａの実施例についての説明で述べた別の所望の効
果が得られる。このような散乱素子４は、多数の半導体チップ２を有する構成部材に対し
て殊に適している。それは、この場合にビーム出射面は面積が大きく、構成部材のすでに
述べた有利な発光特性だけが得られるのではなく、光散乱シート４３をただ１つの方法ス
テップにおいて被着することができるからである。したがって散乱素子４のこの実施形態
により、コストが節約されるだけでなく、それを作製する時間も節約されるのである。
【００４５】
　図２ａ，２ｂ，２ｃおよび２ｄに関連し、概略断面図に基づいてここで説明する構成部
材の作製方法を詳しく説明する。この構成部材は、例えば図１ａの構成部材に相応する。
図２ａには、この作製プロセスに対する支持素子６として使用されるシートが示されてい
る。支持素子６には第１テンプレート５が載置される。この実施例ではドクタ９である型
押手段を用い、テンプレート５の開口部に変換素子３の材料を入れる。変換素子３の材料
は、シリコーンを有する層またはセラミック材料からなる層とすることができ、この材料
には変換粒子が入れられている。スクリーン印刷によってテンプレート５の上に変換素子
３を載置しまた場合によって材料を硬化させた後、テンプレート５を支持素子６および変
換素子３から除去する。変換素子３により、支持素子６上に第１の層が形成される。
【００４６】
　第２ステップでは第２の層７を支持素子６の上に載置し、また第２のスクリーンプロセ
スにより、ドクタ９を使用して第２テンプレート８上に散乱素子４を第２の層として被着
する。第２の層７は、覆われていないすべての外側面において変換素子３を覆い、また変
換素子３と直接接触接続する。これについては図２Ｂを参照されたい。変換素子３の上に
第２の層７を載置した後、支持素子６からも、変換素子３および第２の層７からなる結合
体からも第２テンプレート８を取り除く。ここでこの第２の層は、例えば変換層であり、
この層により、変換素子３から放射される光が着色された光に変換される。
【００４７】
　第２変換層７ａについては上記のプロセスを繰り返すことができ、また第３または別の
ステップにおいて上記の散乱素子が第２変換層７ａ上に載置される。
【００４８】
　ここで説明したスクリーン印刷方式とは択一的に濃厚な液体状の材料をテンプレート５
ないしは８上に滴下することができる。引き続いてスピンコーティングプロセスにより、
支持素子６の表面に上記の材料を塗布してつぎに硬化させることができる。この結合体は
続いて１つずつの半導体チップ２に載置される。この載置は、例えば、プレート搬送およ
び／または接着によって行なうことが可能である。
【００４９】
　また同様に可能であるのは、適当なテンプレートを使用し、個別の作製プロセスによっ
て、マトリクス状に配置される多くの変換素子３を作製することであり、これは、例えば
スクリーン印刷プロセスを用い、相応に得られるテンプレート５を使用して行われる。例
えば第２のスクリーン印刷プロセスにより、板状の第２層が形成され、この層により、変
換素子３の覆われていないすべての外側面が覆われて互いに関連させられる。支持素子６
も第２テンプレート８も共に硬化させて除去した後、変換素子３と、変換素子３を包囲し
かつこれに関連する第２層７とからなる板状の結合体が得られる。引き続いてこの板状の
結合体を、マトリクス状に配置された半導体チップ２に直接載置することができる。この
場合に上記の結合体は、上から見てすべての半導体チップ２のすべての構成部材およびこ
の構成部材の中間スペース１０を覆う。有利にもこのようなプロセスは、殊にコスト的に
有利である。
【００５０】
　図３ａには支持体１が概略平面図で示されており、この支持体上には半導体チップ２が
あり、また載置されている。半導体チップ２は、行および列の形態でマトリクス状に配置
されている。
【００５１】
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　図３ｂにはマトリクス状に配置された図３ａの半導体チップが示されており、ここでは
半導体チップ２上に個別の小板状の変換素子３が付加的に載置されている。それぞれの変
換素子３に対応する１つずつの半導体チップへのこの変換素子の載置は、例えば、（ピッ
クアンドプレースとも称される）プレート搬送および／または接着によって行うことがで
きる。
【００５２】
　図３ｃには完成したオプトエレクトロニクス半導体構成部材が示されており、ここでは
散乱素子４が、関連する層の形態で、例えば関連する光散乱シート４３の形態で上記のマ
トリクス状に配置された半導体チップ２の上に載置されている。上から見ると半導体チッ
プ２の表面もすべての中間スペース１０も共に光散乱シート４３によって覆われている。
【００５３】
　図３ｃに示した完成済のオプトエレクトロニクス半導体構成部材を線Ａ－Ａに沿い、側
面図において観察すると、図１ｂに示したオプトエレクトロニクス半導体構成部材が得ら
れる。
【００５４】
　図４ａにはスイッチオフされた動作状態にある上記のようなオプトエレクトロニクス半
導体構成部材が概略平面図で示されている。ここからわかるのは、マトリクス状に配置さ
れた半導体チップ３およびやや明るく見える箇所であり、この箇所は、半導体チップ２上
に載置された変換素子３を示している。
【００５５】
　図４ｂには、散乱素子が載置されていないオプトエレクトロニクス半導体構成部材がス
イッチオンされた動作状態で示されている。明るく光る点は、外部の観察者が識別可能な
半導体チップ２の放射面を示している。半導体チップ２の間にはそれぞれ中間スペース１
０があり、この中間スペースが暗く見えている。ここからわかるのは、半導体チップから
中間スペースにかけて極めて大きな輝度の違いが生じることである。
【００５６】
　図４ｃにはスイッチオンされた動作状態で本発明のオプトエレクトロニクス半導体構成
部材が示されており、ここでは半導体チップ２上に、関連するシート４３の形態の散乱素
子４が載置にされている。この散乱素子４により、位置に依存する輝度の上記のような違
いが均一化される。ここでもなお部分的に識別される明るく発光する点は、外部の観察者
に識別可能な半導体チップ２の放射面である。散乱素子４を載置した後、中間スペース１
０はもはや識別することができないため、散乱素子４により、半導体チップから中間スペ
ースにかけての半導体チップの輝度の違いを回避することができる。図４ｄおよび４ｅは
このようなオプトエレクトロニクス構成部材の平面図を示している。
【００５７】
　図４ｄには散乱素子４のない構成部材が示されており、ここではマトリクス状に配置さ
れた半導体チップ２と、半導体チップ２上に載置された変換素子３とを識別することがで
きる。グリッド状の暗い箇所は、この構成部材の中間スペース１０である。
【００５８】
　図４ｅは、完成したオプトエレクトロニクス構成部材の平面図を示しており、ここでは
散乱素子４により、関連するシートが構成されており、このシートにより、すべての半導
体チップおよびすべての中間スペース１０が隙間なく覆われる。ここでは中間スペース１
０を識別することが格段に難しくなっている。
【００５９】
　本発明は、実施例に基づく上記の説明に限定されることはない。むしろ本発明にはあら
ゆる新規の特徴、ならびに殊に特許請求の範囲に示した特徴の任意の組み合わせを含む特
徴のあらゆる組み合わせが含まれる。このことは、この特徴または組み合わせそのものが
明示的に特許請求の範囲または実施例に示されていない場合であっても有効である。



(12) JP 5954991 B2 2016.7.20

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図２ｃ】

【図２ｄ】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】

【図４ａ】

【図４ｂ】

【図４ｃ】



(13) JP 5954991 B2 2016.7.20

【図４ｄ】

【図４ｅ】



(14) JP 5954991 B2 2016.7.20

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100099483
            弁理士　久野　琢也
(74)代理人  100128679
            弁理士　星　公弘
(72)発明者  モーリッツ　エングル
            ドイツ連邦共和国　レーゲンスブルク　ゾールヴェーク　２
(72)発明者  イェルク　エーリヒ　ゾルク
            ドイツ連邦共和国　レーゲンスブルク　ゴツラートシュトラーセ　１２
(72)発明者  トーマス　ツァイラー
            ドイツ連邦共和国　ニッテンドルフ　ブーヘンシュトラーセ　３
(72)発明者  ヨアヒム　ライル
            ドイツ連邦共和国　ツァイトラーン　ハウプトシュトラーセ　４０

    合議体
    審判長  河原　英雄
    審判官  小松　徹三
    審判官  恩田　春香

(56)参考文献  特開２００７－６７２０４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００８－２９４２２４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－１６２８４６（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２２２２２（ＪＰ，Ａ）
              特表２００８－５２７７０８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－３３２６８２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００６－１６２８４６（ＪＰ，Ａ）
              特表２００８－５３３２７０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１１０１４６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００７－３２４６０８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３１５４７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００８－２１８４６０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L 33/00 - 33/64


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

